沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務企画提案仕様書

[bookmark: _Hlk184723313]１　業務名
沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務

２　契約期間
契約締結の日から令和９年３月31日まで

３　業務目的
沖縄県では、社会経済情勢の変化を踏まえた県立職業能力開発校の役割及び今後の方向性を示すため、沖縄県職業能力開発審議会における議論を行い、「沖縄県立職業能力開発校のあり方」（以下「あり方」という。）の素案を取りまとめたところであり、今後、必要な手続きを経て、あり方を策定することとしている。
令和８年度は、ニーズを踏まえた訓練科の設定や、施設及び設備の計画的な更新と高度化など、あり方に示した方向性に基づく具体的な取組内容を明らかにし、令和９年度以降における施策を、計画的かつ着実に推進するための実施計画を策定することとしている。
本業務は、実施計画の策定に向けて必要となる調査及び分析を行い、取組内容及び工程案等を実施計画案として取りまとめることを目的とする。

４　事業実施体制の構築
受託者は、本業務を適切かつ円滑に遂行するため、次に掲げる要件を満たす実施体制を構築すること。
⑴　配置体制
ア　本業務の統括責任者として業務責任者（プロジェクトマネージャー）を１名配置すること。
イ　業務責任者の下に、調査・分析、資料作成及び会議運営支援を担当する主担当者を１名以上配置すること。
ウ　必要に応じて、ヒアリング調整、データ整理、議事録作成等を行う補助担当者を配置すること。
⑵　業務責任者の要件
業務責任者は、次の要件を満たす者とする。
ア　国又は地方公共団体が発注する調査研究業務、計画策定業務又はこれに類する業務の実績を有すること。
イ　会議（審議会、検討会、ワーキング等）の運営支援又はファシリテーションの経験を有すること。
ウ　本業務の契約期間中、継続的に本業務に従事できること。
エ　発注者との連絡調整の窓口として、責任をもって対応できること。
⑶　主担当者の要件
主担当者は、次の業務を主体的に実施できる能力を有すること。
ア　関係機関ヒアリングの実施
イ　調査結果の整理及び分析
ウ　報告書及び説明資料の作成
エ　会議資料及び議事録の作成
⑷　従事状況の確保
ア　受託者は、業務責任者及び主担当者を本業務に継続的に従事させること。
イ　やむを得ず交代させる場合は、同等以上の能力を有する者を配置すること。
⑸　打合せ・会議対応
受託者は、発注者との定期的な打合せ及び関係会議に業務責任者又は主担当者を出席させ、必要な説明、記録作成及び資料修正に対応すること。

５　業務内容
⑴　訓練科再編に関する整理・分析
　　県立職業能力開発校の全訓練科を対象として再編の方向性を具体化するため、次により整理・分析を行うこと。
　　なお、整理・分析に当たっては、令和７年度の調査結果（統計分析、企業ヒヤリング・アンケート等）を参考とすること。
ア　全訓練科の現状整理・分析
全訓練科について、以下の観点から現状を整理・分析すること。
・　定員、応募状況、充足率、就職率、定着状況等の実績
・　訓練内容、訓練生の属性、訓練設備状況
・　民間教育訓練機関等における類似訓練の実施状況
・　産業ニーズとの整合性
・　公共性及び民間代替可能性の観点

イ　再編計画の整理
アの整理・分析結果を踏まえ、次の事項を整理すること。
なお、あり方に示した方向性と整合する範囲において、必要と考える追加的な整理事項がある場合は、発注者と協議の上、提案すること。
①　普通課程の対象者見直し
あり方に基づき、民間専修学校との役割分担及び求職者の訓練機会確保の観点から、普通課程における新規学卒者定員枠の設定について整理を行うこと。
民間専修学校における該当訓練科の定員数、応募状況等を調査・分析するとともに、県立職業能力開発校における新規学卒者の定員規模及び導入年度の案を作成すること。
併せて、新規学卒者以外の受入拡大の方策について整理すること。

②　多能工人材の育成に関する整理
あり方に基づき、産業界の人材不足への対応として、複数の技能を横断的に担う多能工人材の育成について整理を行うこと。
他自治体における多能工育成の取組事例を調査・分析するとともに、次の観点から検討を行うこと。
・既存訓練科の組合せや再構成による対応の可能性
・新たな訓練科の設置による対応の可能性
上記を踏まえ、想定される訓練科構成案（訓練内容の方向性を含む。）及び導入年度の案を作成すること。

③　在職者訓練のあり方に関する整理
あり方に基づき、企業内人材育成を補完し、リスキリングを促進する観点から、在職者訓練の充実に向けた整理を行うこと。
企業等の在職者訓練に関するニーズを調査・分析するとともに、県立職業能力開発校の訓練資源（施設、設備、指導員体制等）に加え、企業等が保有する施設・設備、技術者等の活用可能性について調査・整理すること。
上記を踏まえ、対象分野、実施形態（施設内実施、企業内実施、委託実施等）及び実施規模を整理し、導入年度の案を含む実施案を作成すること。

④　委託訓練の活用に関する整理
あり方に基づき、民間において実施可能であり、かつ効率的・効果的な実施が見込まれる訓練分野について、公共として担うべき役割との整理を踏まえ、委託訓練の活用について整理を行うこと。
アの整理・分析結果を踏まえ、公共として実施する意義及び民間における代替可能性の観点から検討を行ったうえで、受託先となり得る民間教育訓練機関等の訓練環境、実施体制及び受託の可否を調査・整理し、委託化を検討すべき分野及び導入年度の案を作成すること。
併せて、委託化した場合における、訓練の質の確保及び受講者支援体制について整理すること。

⑤　障がい者向け訓練に関する整理
あり方に基づき、障がいの種別や特性に応じた多様な職業訓練機会の確保の観点から、障がい者訓練について整理を行うこと。
現在実施している身体障がい者及び知的障がい者向け訓練の実施状況を整理するとともに、一般訓練科における受講状況も踏まえ、障がい特性に応じた支援体制を整理すること。
併せて、精神障がい者を対象とした訓練の実施可能性について、必要な人員体制、施設環境、支援体制及び関係機関連携の観点から先進事例を調査・分析すること。
上記を踏まえ、実施形態（施設内訓練、委託訓練等）ごとの比較整理を行い、導入の条件及び工程案を作成すること。

ウ　全訓練科の再編区分及び実施時期の整理
ア及びイの検討結果を踏まえ、全訓練科について、次の区分により整理案を作成すること。
・現行どおり継続
・訓練内容・定員等の見直し
・委託化
・廃止
・新設

併せて、各区分について令和９年度以降の実施時期の案を整理し、一覧表として取りまとめること。また、再編後の訓練体系について、対象者別及び実施方法別の構成案を作成すること。
なお、区分整理に当たっては次の観点を踏まえること。他に必要と考える観点があれば追加すること。
・公共性及び民間代替可能性
・求職者の訓練ニーズとの整合性
・産業ニーズとの整合性
・費用対効果

⑵　指導員体制に関する整理
訓練科再編後の訓練内容及び実施体制を踏まえ、必要とされる専門分野及び技能水準について整理すること。
また、新技術分野等において不足が見込まれる専門性について整理するとともに、既存指導員の研修等による資質向上、外部人材の活用（非常勤講師、企業技術者の活用等）、民間との連携による補完など、複数の確保手段について整理案を作成すること。

⑶　関係者意見の整理・反映の仕組み構築に関すること
あり方に基づき、産業界、民間教育訓練機関その他関係者の意見を継続的に取り入れる仕組みについて整理を行うこと。
他自治体における類似事例を調査・整理するとともに、本県における会議体の設計（構成、役割、運営方法等）及び意見聴取方法について整理すること。
併せて、仕組みの試行として、年３回程度の会議を開催し、その結果を踏まえ、年間運用手順案及び改善点を整理すること。
会議開催に当たっては、次の業務を行うこと。
ア　会議スケジュールの作成及び関係者との日程調整、会場の確保
イ　会議資料及び議事録の作成
ウ　会議使用料並びに関係者の旅費及び謝金の支払い
エ　会議運営に必要な事務補助業務

⑷　周知広報戦略の整理
訓練科再編及び対象者の見直しを踏まえ、県立職業能力開発校の役割及び訓練機会について適切に情報発信を行い、求職者の受講機会確保及び受講者層の拡大を図る観点から、周知広報戦略を整理すること。
若年者早期離職者、女性、高齢者等の対象層の特性を踏まえ、次の事項について戦略及び実施計画案を作成すること。
ア　訴求内容（メッセージ）
イ　広報手法及び媒体（デジタル媒体を含む）
ウ　ハローワークその他関係機関との連携手法
エ　年間実施スケジュール
　　　
　⑸　具志川・浦添職業能力開発校及び那覇地域職業訓練センターにおける施設状況の整理及び整備方針の基礎整理
　ア　既存資料の整理・統合
令和７年度に実施した県立職業能力開発校の簡易目視調査、既存の耐震診断、修繕履歴等の資料を整理・統合し、施設ごとの現状を一覧化すること。
イ　劣化状況及びリスクの整理
必要に応じ現地確認（目視等）を行い、施設の劣化状況及び安全性及び機能性の観点からの課題を整理すること。
ウ　整備優先度及び更新の考え方の整理
上記整理結果及び訓練科再編の方向性を踏まえ、
・緊急性
・安全性
・機能確保の必要性
・再編との整合性
の観点を基本とし、客観的な基準により整備の優先度を整理すること。
併せて、次年度以降に実施すべき調査・設計の範囲及びその考え方を整理すること。

· 具志川・浦添職業能力開発校の概要
施設配置は、令和７年度第１回沖縄県職業能力開発審議会資料５のP9～10を参照すること。
具志川職業能力開発校
所在地　うるま市字兼箇段1945番地
敷地面積　55,730㎡
建物面積　 7,818㎡
浦添職業能力開発校
所在地　浦添市大平531番地　
敷地面積　32,540㎡
建物面積　 8,031㎡

· 那覇地域職業訓練センターの概要
所在地　那覇市西３丁目10-114
敷地面積　2,688㎡　
建物面積　校舎1,164㎡、倉庫　20㎡
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⑹　実施スケジュール及び評価指標の整理
　　ア　実施スケジュール（ロードマップ）の整理
本業務において整理した各施策（訓練科再編、委託訓練活用、在職者訓練、障がい者訓練、指導員体制、施設整備、周知広報等）について、令和９年度以降（概ね３年程度を想定）の検討・決定・実施時期を整理し、施策全体のロードマップ案を作成すること。
イ　評価指標（KPI）の整理
各施策の進捗管理及び効果検証に資する評価指標（KPI）案を作成すること。

⑺　上記⑴から⑹までを実施計画案として作成すること。

⑻　その他上記に付随する業務
　　　本業務の目的達成に必要な関連資料の作成及び打合せ対応等を行うこと。

６　委託業務の経理
本委託業務は、業務完了時に、契約額の範囲内で、業務の実施に要した経費を精算するものであるため、以下の点に留意して経理を行うこと。
⑴　委託業務が完了した際には、実績報告書を提出すること。
⑵　委託業務にかかる支出には、全て、支出額、支出先、支出目的を明らかにする証拠書類（領収書や納品書等、人件費については出勤簿や業務日誌等）が必要であり、精算の際には県がそれらの証拠書類を検査した上で支払うものであること。
⑶　委託業務にかかる経費については、会計帳簿を備え、他の業務と明確に区分して記載するとともに、常に状況を明らかにしておくこと。
⑷　委託業務にかかる支出の証拠書類及び会計帳簿は、委託業務が完了した年度の属する翌年度から５年間、いつでも閲覧に供せるよう整理し保管しておくこと。
⑸　委託料の支払いについては、精算払いを原則とし、必要に応じて概算払いに応じるものであること。ただし、概算払いを希望する場合は、年間の事業計画に即して概算払請求計画書（様式任意）を作成し、契約締結までに県に提示すること。
⑹　委託業務の実施にあたって、財産の取得は原則として認めない。
⑺　事業費として計上できない経費
ア　建物等施設に関する経費
イ　事業内容に照らして当然備えるべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等）
ウ　事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
エ　その他事業に関係のない経費

７ 再委託の禁止について
⑴　一括再委託の禁止等　
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。
また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ甲が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
ア　契約金額の50％を超える業務
イ　企画判断、管理運営、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務
ウ　その他、県が契約の主たる部分と決定した業務
⑵　再委託の相手方の制限
本契約の企画競争型入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
⑶　再委託の範囲
本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。
「契約の主たる部分」以外の業務であって県が認める業務
⑷　再委託の承認
契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。
ア　資料の収集・整理
イ　複写・印刷・製本
ウ　原稿・データの入力及び集計
エ　アンケート封入、封緘、回収督促

８　事業の成果品
　　以下の成果品図書の体裁はA4判縦、横書きとし、図表等は適宜挿入すること（A3判折込可）。納品は、紙媒体及び電子媒体（CD-R）とし、電子媒体は編集可能な形式（ワード、エクセル、パワーポイント）及びPDF形式の双方を提出すること。
　　PDFファイルについては、文字列検索ができるようなデータ形式とすること。また、可能な限り、目次からジャンプ機能やしおり機能を付加すること。
⑴　あり方実施計画案（本文及び概要版を作成すること。併せて、概要版とは別にA4判１枚の要約版を作成すること。）
本業務において整理した各施策を横断的に取りまとめた実施計画案を作成すること。本文には、次の事項を含むこと。
ア　訓練科再編の方向性整理（再編区分、実施内容及び実施時期案）
イ　委託訓練活用の方向性
ウ　在職者訓練の位置づけ及び拡充の方向性
エ　障がい者訓練及び精神障がい者訓練の実施可能性
オ　指導員体制の考え方
カ　施設・設備整備の優先度及び令和９年度以降の調査・設計範囲
キ　周知広報戦略の方向性
ク　年度別ロードマップ（工程表）案
ケ　推進体制及び役割分担（県／県立職業能力開発校／関係機関等）
コ　成果指標（KPI）案

⑵　訓練科再編に係る基礎資料
　各項目において、検討過程資料及び比較整理結果を含むこと。
　ア　全訓練科の現状整理
イ　普通課程の対象者見直しに関する整理
ウ　多能工人材育成に関する整理
エ　在職者訓練に関する整理
オ　委託訓練活用に関する整理
カ　障がい者訓練の整理

⑶　指導員体制整理資料
　ア　必要専門分野及び技能水準の整理
イ　不足分野の整理
ウ　研修、外部人材活用等の確保手段の整理

⑷　関係者意見反映の仕組み案
　ア　会議体の構成及び役割
イ　年間運用手順
ウ　実施スケジュール
エ　試行結果及び改善点の整理

⑸　周知広報戦略案
　ア　対象層別訴求内容
イ　広報媒体（デジタル媒体を含む）
ウ　関係機関との連携手法
エ　年間実施スケジュール

⑹　施設状況整理資料
　ア　既存調査資料の整理・統合結果
イ　劣化状況及びリスク整理
ウ　整備優先度の考え方
エ　次年度以降に実施すべき調査・設計範囲の整理

９　その他
⑴　受託者は業務遂行に当たって、委託者と緊密な連携をもって行わなければならない。
⑵　この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者の双方が協議して定めるものとする。
⑶　事業の進捗状況を毎翌月中に発注者に報告するものとする。
⑷　委託業務に係る支出には、すべて支出額、支払い先、支出目的を明らかにする証拠書類（領収書など）が必要であり、委託料の精算の際には県がそれらの証拠書類を珪砂した上で支払うものとする。
⑸　事業完了時に実際に要しなかった経費がある時は、相当の委託料を減額する。
⑹　本仕様書記載の委託業務の内容については、事業実施段階において、諸事業により変更することがある。
⑺　本仕様書に定める事項のほか、沖縄県財務規則及び関係法令を順守すること。
⑻　当該仕様書に記載されていない事項や疑義が生じた場合は、委託者である沖縄県と受託者双方が協議をして、これを処理すること。
⑼　本業務の履行に当たって知りえた個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第54号）に則り、個人情報の適切な取り扱いの確保を図ること。
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